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課

税
、p、.

時

の

ヌむ

素

紳

戸

正

古住

緒
言
(
一
本
論
白
目
的
二
本
論
田
範
闇
}

第
一
段
租
桔
事
項
。
推
移

其
一
枕
種
目
推
移
(
付
粗
な
る
置
か
、
b
摘
な
る
税
へ
何
有
形
物
枕
か
ら
有
無
形
戸
朝
刊
租
へ
何
物
税
か
ら
人
和
へ
側
間
接
枕
か
ら
直
接
枕
へ
向
山
一
合
同

程
か
ら
貴
族
雪
山
山
比
冊
粧
品
ら
累
葉
山
ヘ
刷
物
納
税
か
ら
金
納
枕
へ
)

税
牧
入
り
推
移

(ω勤
川
収
入
白
描
回
一
叩
唯
一
山
章
一
上
一
刷
所
得
繋
旧
費
桔
交
週
一
砲
に
て
け
栓
収
入
白
艶
動
…
山
自
然
的
円
四
位
入
塑
動

ω人
工
的
。
牧

其

入
可
動
)

生存

臨

租
秘
事
項
に
於
吋
る
時
の
快
定

共

課
枕
撃
に
於
付
る
時
の
決
定
(
↓
分
量
又
ほ
品
質
に
位
る
も
の
斗
債
額
に
依
る
も
お
或
時
黙
の
償
額
に
依
る
も
白
川
輯
白
性
質
上
一

足
白
時
貼
に
依
る
井
な
き
も
む
ろ
此
凸
如
き
時
貼
白
指
示

L
難
き
も
の

B
或
期
間
内
の
個
割
に
依
る
も
の
い
年
に
依
る
と
と
る
預
算
か
貨
統
か

(

(

(

 

平
均
か
に
或
叫
勅
の
債
格
と
他
時
動
的
債
格
と
り
差
増
額
に
依
る
も
の
)

)

)

)

)

 

第
二
納
期
の
決
定
(
↑
課
稔
標
酷
随
ふ
て
耽
額
四
快
定
と
同
時
に
納
税
さ
る
与
も
り

A
庫
出
枕

B
裾
泉
所
得
課
税

C
印
紙
措
二
課
税
標
昨
の
時

(

(

(

(

 

黙
又
は
計
算
期
間
ξ
寅
際
納
期
と
の
間
隔
の
存
ず
る
も
白
川
不
公
平
又
は
不
都
合
可
能
町
其
救
済
策
)

{

(

 

結
論
(
全
文
由
要
旨
)

論

叢

韻
枕
と
時
由
元
素

第
二
十
巻

(
第
五
腕

) 

入

C
=
一



論

叢

謀
積
と
時
四
元
素

第
二
十
巻

(
第
宜
腕

) 

入

O
四

緒

一言

課
税
が
時
間
仁
於
け
る
一
現
象
で
あ
り
、
随
ふ
て
時
間
の
推
移
に
依
っ
て
或
影
響
を
被
む
る
こ
ご
は
言
を
待
た

泊
。
泣
は
前
回
に
、
課
税
古
物
侵
ど
の
関
係
を
論
じ
、
業
中
に

τ物
債
の
時
間
的
鎚
勤
が
課
税
の
百
公
平
を
素
る
こ

ご
あ
る
べ
き
を
指
摘
し
、
之
に
依
り
て
時
間
の
推
移
が
課
税
に
及
ぼ
す
影
響
の
一
部
を
設
い
た
。
其
し
れ
吉
関
聯

L

て
康
〈
時
間
の
推
移
が
課
税
の
上
に
色
々
の
麓
化
を
奥
ふ
る
こ

F
r注
意
し
た
所
で
あ
る
が
、
此
等
を
解
説
す
る

こ
Z
も
亦
允
租
殺
の
賞
穫
を
明
か
に
す
る
の
上
に
興
味
あ
h
J
t
考
へ
た
か
ら
、
葱
に
課
税
ご
時
の
一
冗
素

Z
題
し

て
、
前
設
の
足
ら

F
る
所
を
補
っ
て
見
ゃ
う
Z
思
ふ
。

今
康
〈
課
税
正
時
芭
の
関
係
を
見
る
の
仁
、
第
一
に
は
税
の
穂
類
が
時
三
共
に
愛
情
増
し
っ
、
あ
る
を
見
出
す
。

第
二
に
続
投
入
が
時
ご
共
に
援
勤
せ
ゴ
る
を
得
旧
日
。
第
三
に
は
課
税
標
準
の
潟
め
に
基
礎
と
な
る
時
結
又
は
期
間

の
如
何
が
殺
の
負
携
会
卒
に
影
響
し
、
第
四
に
は
納
税
期
の
如
何
も
亦
た
此
が
n
公
平
に
影
響
す
る
o

此
外
、
物
債

の
時
間
的
援
化
が
殺
の
託
公
平
仁
影
響
す
る
の
方
面
も
あ
る
が
、
主
(
は
前
回
に
設
い
た
か
ら
、
之
を
除
量
、
上
記
四

結
に
つ
い
て
越
べ
ゃ
う
。

第
一
段

租
税
事
項
の
推
移



主

税
縄
の
推
移

税
は
時
Z
共
に
却
型
化
す
る
(
註
一
)
O

業
穏
類
は
時
代
に
よ
り
て
援
る
c

会
〈
時
の
政
治
、
経
済
及
耽
曾
事
情
を
反

映
す
る
o
其
矯
め
、
嘗

τ
は
殺
な
き
時
代
が
あ
っ
た
。

εし
て
他
日
復
た
無
税
時
代
が
来
り
得
る
。
斯
く
て
有
税

の
時
代
に
あ
り

τも
、
殺
の
稲
類
別
其
も
の
も
が
時
代
に
よ
り
て
異
り
得
ぺ
〈
、
今
日
普
通
の
文
明
図
の
稔
り
類

別
法
を
以
て
、
古
代
の
殺
を
品
川
り
る
こ
ご
は
出
来
ぬ
。
今
日
の
未
開
地
の
税
十
類
別
す
る
-
』
ご
も
出
来
な
い
(
註
一
一
)
O

共
鹿
で
税
が
今
日
ま
で
に
大
館
、
何
の
や
う
な
愛
化
を
し
た
か
ご
い
ふ
の
に
、

(
陸
ご

例
之
、
パ
ス
一
Y
1
プ
ル
仕
、
租
税
制
庇
は
柄
攻
誕
牝
の
搾
物
だ
と
怨

L
、
セ
リ
グ
マ
シ
位
、
租
税
自
由
仕
歴
史
的
純
鴫
だ
主
活
す
。

パ
ス
テ
1
プ
ル
は
、
背
代
静
馬
に
遇
制

L
た
租
粧
の
分
担
は
近
代
英
闘
に
不
柏
町
内
州
で
あ
り
、
今
日
に
限
る
と
し
て
も
、
印
度
と
英
聞
と
の

、，z

、

祖
桔
制
度
は
同
一
分
摘
に
置
〈
と
と
界
易
て
な
い
ム
」
い
点
。

控
一
組
な
る
税
か
ら
精
な
る
税
へ

1
i此
進
化
の
道
行
は
何
事
に
も
共
通
な
や
う
に
税
に
つ
い
て
も
自
然
の
成
行
で

あ
っ
た
(
註
三
)
。
古
〈
は
人
税
ぜ
か
地
税
ご
か
い
ふ
粗
な
殺
が
先
づ
起
る
で
あ
ら
う
が
、
立
(
地
税
ご
い
ふ
て
も
、
古

〈
は
土
地
の
品
等
を
同
は
宇
一
定
面
積
の
土
地
毎
に
幾
許
ご
ド
ふ
粗
な
る
取
方
を
し
に
も
の
だ
が
、
後
に
は
自
ら

各
土
地
の
問
に
簡
単
な
が
ら
或
等
級
が
出
来
て
差
別
扱
古
れ
、
夏
に
一
々
の
土
地
に
地
慣
が
定
め
ら
れ
随
ム
て
差

等
が
多
〈
な
り
、
英
も
法
定
の
も
の
か
ら
、
時
々
に
制
捜
化
す
べ
き
時
間
聞
に
ま
で
も
進
む
o

人
税
に
つ
い
I

て
い
ふ
て

も
、
各
人
卒
等
の
人
頭
税
(
註
四
)
か
ら
し
て
階
級
税
に
、
東
ら
に
所
得
税
に
入
る
に
及
ん
で
、
各
人
の
間
に
多
様

前

一) 

λ
0
五

議

課
税
と
時
空
一
元
素

第
二
十
巻

(
第
五
腕

3 00. p. 505. Seligman， Essays in taxation. p. e
 

c
 

n
 

a

3

 

n

引
/

1

2

 

f
 

正

p

l
 

b

二

L

l

 

pA 

I
 

c

e

 

-

-

山

由
t

t

 

s

s

 

凡

a

B

L

E

 

1) 

2) 



論

課
税
と
時
四
元
素

第
二
十
巻

(
第
五
貌

八

O
大

回
) 

叢

な
る
差
等
が
出
来
、
共
も
初
め
に
は
車
な
る
比
例
に
起
っ
て
累
進
に
移
り
、
主
(
外
別
に
、
所
得
積
類
、
人
的
事
情

な
ど
の
考
慮
さ
る
、
に
至
つ
て
は
、
盆
々
精
巧
に
過
「
る
ほ
い
と
ご
も
な
り
つ
、
あ
る
。

(睦

E
)

エ
1

4
ル
ヒ
は
、
有
き
縄
神
時
代
田
里
純
な
る
替
利
及
財
産
股
態
並
に
改
造
せ

f
る
租
税
技
術
に
掛
て
、
市
簡
な
る
課
税
標
準
及
車
位
に

て
満
足
す
る
と
と
が
間
車
、
主
尚
昆

Lη
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
執
る
に
今
日
比
所
持
取
盆
税
に
於
て
の
み
で
な
〈
、
消
費
税
に
で
も
酷
精
楳

咋
に
つ
凄
給
付
能
力
に
路
ピ
た
る
恕
々
大
な
る
分
料
が
要
求
せ
ら
る

h
'
c
v
ふ。

(
陸
回
)

ジ
Z

ン
セ
ン
は
、
各
人
主
り
同
一
額
白
支
抑
を
要
求
す
る
白
百
、
H
M
簡
単
な
る
可
能
的
方
法
だ
と
鎚
す
。

ニ

有

形

物

税

か

ら

有

及

無

形

物

税

へ

|

|

嘗

て

税

ご

い

へ

ば

有

形

物

の

み

を

捕

捉

し

t
課

し

た

の

に

、

段

々

ご

無

形

の

物

を

も

捕

捉

す

る

ニ

吉

、

な

っ

た

。

此

れ

は

経

済

界

の

進

歩

に

件

ふ

の

で

、

嘗

ー

は

人

の

富

又

は

経

済

力

ご

い

へ

ば

有

形

物

の

み

に

て

現

は

苫

れ

た

の
H
h
が

、

今

日

で

は

其

外

に

無

形

の

色

々

の

物

が

生

じ

た

か

ら

で

あ

る

(
註
茸
)
0

(
陸
五
)

プ
レ
ー
ン
位
、
官
白
急
速
な
る
噌
加
、
新
し
き
形
の
有
の
後
塗
・
-
-
此
帯
、
及
他
の
類
似
心
原
凶
が
新
形
式
に
ま
で
相
続
の
断
へ
ざ

る
後
展
に
導
い
た
と
い
ひ
、
ジ
ヲ
l

ン
ス
も
、
古
き
時
代
に
は
告
は
措
ん

r専
ら
、
有
形
劇
降
由
直
接
の
所
有
を
意
味
し
た
。
然
る
に
+
日
は
、

人
が
直
接
白
人
的
自
意
時
で
は
殆
ん

r財
産
を
有
た
ず
と
も
、
共
人
的
の
働
告
か
ら
、
又
は
彼
の
有
ワ
所
内
有
倒
説
券
か
ら
し
て
、
頗
る
大
な
所

得

t
向
車
「
る
と
伺
L
、
パ
ス
テ
!
プ
ル
も
、
祉
脅
um
也
歩
L
、
自
由
新
形
式
が
存
在
に
持
た
り
、
古

e制
度
目
不
公
平
が
明
か
と
な
り
、
担
拾
が

Ee 

動
産
に
も
脱
げ
ら
る
ゐ
こ
と
誌
な
る
と
い
ふ
ロ

三
物
税
か
ら
人
税
へ

1
l
zい
ふ
こ
芭
も
認
め
ら
る
る
富
山
ハ
)
。
回
よ
り
古
き
時
代
に
も
人
頭
税
の
や
う
な
も
の
が

Eheberg， Fw. 18 & 19 Aufl. S. 225 

Jen"en， Pnblic financc. p. 2T5 

Plehn， Pub1ic finance. 4 ed. p. 114. Jones， Thc nature and first princト

ple of taxa土ionp. 205. Bastable， 1. c. p. 469 
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ゐ
っ
た
が
、
其
は
人
税
芭
は
い
ひ
僚
、
人
を
人
ご
し
て
見
る
よ
り
も
、
物
的
に
見
て
居
る
。
人
が
人
ご
し
て
外
形

的
に
表
現
し
て
居
る
ど
り
を
見
て
課
税
し
て
居
る
。
本
嘗
の
人
税
で
は
な
い
。
ぞ
し
て
間
も
な
く
其
が
厳
れ
て
地

穏
や
財
産
税
ゃ
、
更
に
は
相
営
業
税
ゃ
な
ど
も
法
違
し
た
が
、
此
等
は
永

f
物
枕
的
の
も
の
ご
し
て
行
は
れ
、
物
盤

の
客
観
性
に
従
ふ
て
課
税
さ
れ
て
居
っ
た
。
然
る
に
所
得
税
が
後
迭
す
る
に
及
び
て
、
葉
自
身
に
於
て
或
は
之
ご

並
行
し
た
る
財
産
税
が
起
る
こ
ご
、
な
る
に
至
っ
て
、
人
の
能
力
の
杢
飽
を
分
量
的
に
も
品
質
的
に
も
考
量
し
、

各
の
箇
性
、
主
観
性
を
十
分
に
掛
酌
す
る
こ
古
、
な
り
、
議
に
異
の
人
税
が
完
成
し
、
此
が
中
心
正
な
h
J
、
彼
り

物
税
は
唯
だ
附
随
的
地
伎
を
も
っ
や
う
に
な
っ
允
o
所
得
税
の
費
生
が
物
税
か
ら
人
税
へ
の
後
展
守
一
不
す
が
、
所

得
税
の
み
に
て
も
古
い
形
式
の
か
ら
新
し
き
形
式
の
も
の
へ
移
っ
た
所
を
見
る
己
、
源
泉
課
税
、
比
例
課
殺
の
物

税
的
な
の
h
r

ら
し
て
、
綜
合
同
出
準
の
人
税
的
の
も
の
へ
準
み
つ
、
あ
る
ご
い
ひ
得
る
一
一
住
ヒ
)
O

(
註
穴
)

ス
タ
ン
プ
は
、
現
時
白
金
き
運
動
は
、
常
に
物
枕
か
ら
人
袷
へ
、
と
い
ふ
こ
と
だ
左
結
し
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
、
最
近
二
十
年
間
に
、
行
政
ょ

の
悶
維
に
も
拘
ら
ず
、
人
祉
に
於
け
る
大
た
畿
濯
を
且
た
と
勾
L
、
へ
ツ
ケ
ル
も
、
租
耽
技
術
が
物
枯
に
主
羽
的
一
冗
宰
を
も
加
ふ
る
こ
と
白
書
〈

な
る
に
従
H
V

、
物
的
基
礎
を
給
付
荷
力
の
主
観
的
保
件
に
て
粘
告
す
る
に
従
ふ
て
、
愈
々
多
〈
非
根
性
M
F
分
解
せ
ら
れ
て
、
物
枕
か
ら
人
揖
へ
の

6
 

担
践
が
地
仰
せ
ら
る
L

と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
七
)

ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
陀
温
程
(
物
枕
か
ら
人
材
へ
の
)
は
一
般
所
得
祉
に
あ
切
て
も
排
除
さ
れ
な
い
と
い

F
、
ス
タ
シ
プ
は
、
英
問
所
特
枕
す
ら

も
、
十
四
年
前
ま
で
は
人
稔
之
い
ふ
よ
り
は
物
枕
と
い
ふ
べ
き
も
白
で
あ
っ
た
主
活

L
、
チ
ヌ
カ
も
、
保
き
文
化
及
租
桔
技
術
笠
木
改
造
の
沼
叫

7
 

に
あ
っ
て
は
、
所
得
課
税
の
申
告
に
依
る
制
度
は
先
股

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
ム
て
居
る
。

百荷

叫岳

弓A

諜
粧
と
時
四
一
一
元
素

第
二
十
各

{
熱
五
貌

五
) 

A
O
七

Stamp， Thc fundamental princip1cs of taxation. p. 17. Robinson， Public 

fin;:tnce. p. _17~ Hcckel， Fw. 1. S. 138-9 
Hec1司1.πa.O. S. 138. Stan甲， 1. c. p. I7. Tyszl~a ， Fw. 2 Aufl. S. I76 

6) 

7) 



Z倫

叢

課
枕
と
時
の
元
素

八

O
λ

第
二
十
巻

(
第
五
挽

占ノ、
) 

四
間
接
税
か
ら
直
接
税
へ

1

1
ご
い
ふ
傾
向
も
認
め
ら
る
、
(
註
八
)
O

尤
も
此
傾
向
は
、
前
記
の
物
税
よ
り
人
税
へ

ご
い
ふ
傾
向
が
、
詳
し
〈
い
ふ
ご
人
税
か
ら
物
税
へ
、
物
税
か
ら
人
税
へ
で
あ
る
吉
岡
じ
ゃ
う
に
、
直
接
税
か
ら

間
接
税
へ
、
ぞ
し
て
其
間
接
投
か
p
h

直
接
税
へ

z
r
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
o

卸
も
其
初
め
て
税

ω起
っ
た
司
と
き
に

は
、
其
は
な
し
ろ
直
接
税
で
あ
り
、
問
地
明
税
の
起
つ
h

仙
の
は
、
漸
〈
経
済
の
或
度
の
進
歩
が
行
は
れ
て
、
級
協
相
交

通
の
相
官
に
行
は
る
、
に
至
っ
た
後
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
其
一
た
び
間
接
税
が
起
る
や
、
一
営
に
有
勢
階
級
が
英
負

指
を
成
る
ぺ
〈
他
の
劣
岩
階
級
に
追
付
り
ん
が
斜
め
に
之
を
多
く
用
ゐ
る
ヨ
】
ご
、
な
っ
た
の
み
で
な
〈
、
之
を
質

際
に
於
て
負
援
す
る
人
に
於
て
之
を
捨
ひ
易
し
さ
す
る
(
説
九
)
が
矯
め
に
も
選
ま
る
、
傾
が
大
き
か
っ
た
。
併
し

間
接
課
税
法
は
便
宜
に
通
う
て
も
、

正
義
税
に
は
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
井
文
化
的
の
も
の
だ
か
ら
、
時
世
の
進

む
に
従
ひ
む
し
乃
直
接
殺
を
重
く
し
間
接
税
を
軽
〈
し
ゃ
う
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
富
一

O
)
O
但

し
仔
細
に
観
察
す
る
ご
、
列
闘
中
、
割
合
に
直
接
税
者
重
課
す
苫
せ
ら
る
、
所
の
英
悶
仁
て
、
其
主
幹
直
接
税
た

る
所
得
税
が
、
買
は
本
来
の
直
接
税
で
は
な
く
て
、

一
の
間
接
税
的
な
も
の

rご
い
ふ
の
内
献
は
め
る
(
註
一
一
)
。

グ
エ
ン
セ
ン
は
、
今
日
は
以
前
よ
り
も
一
階
多
〈
直
接
枕
か
ち
取
ら
る
る
。
之
が
鐙
化
の
一
表
現
は
所
得
税
の
大
鷲
謹
だ
と
い
ひ
、
チ
ヌ

カ
は
、
臨
近
世
十
年
間
に
、
間
接
枕
白
直
接
粧
に
封
ず
る
割
骨
が
大
に
退
却
し
た
こ
と
が
瓢
持
だ
ー
と
錦

L
、
ロ
町
ン
ソ

y
も
、
直
接
粧
の
近
時
白

夜
這
ic
士
一
に
、
長
歳
入
中
田
間
接
枕
よ
り
事
げ
ら
る
誌
も
O

L
削
告
が
減
少
す
る
側
を
有
っ
た
と
い
ふ
て
居
る
。

(
詰
九
)

J

J

ヨ

I

Y
入
は
、
入
計
閣
控
粧
を
謹
む
本
位
主
と
し
て
心
引
に
あ
る
。
人
は
元
雄
、
粧
を
抑
ふ
こ
と
を
好
玄
白
も
の
て
、
般
は
不
快
な
る

物
。
凡
ベ
て
の
記
念
物
を
好
ま
由
。
若
し
喫
煙
者
出
年
に
一
暢
づ
h

岨
草
聴
で
抑
ふ
と
す
れ
ば
、
彼
は
少
〈
と
も
其
十
回
心
主
抑
山
中
円
九
度
ほ

(註
A
)

p. 38 C RObinson， 1 Jensen， 1. c. p・448.Tyszk九 a.a. 0. S. 101 



不
快
な
る
事
費
訟
忘
る
L

こ
と
が
山
山
高
る
と
詑
き
、
パ
ス
テ

i
ア
ル
も
、
問
按
祉
は
直
接
枯
と
同

度
に
て
は
納
聴
者
に
よ
っ
て
感

f

b
れ
な

ぃ
。
随
ふ
て
彼
円
上
に
一
府
小
い
市
介
を
荷
ら
す
と
儒

L
、
ナ
ス
カ
も
、
間
接
続
的
徴
牧
は
直
接
掛
白
話
よ
り
も
一
静
岡
山
迫
タ
し
と
い
ひ
、
ワ
イ

ス
も
前
者
が
揖
者
よ
り
も
一
層
捕
に
朔
は
る
と
錫

L
、
ジ
エ
ン
セ
ン
も
、
問
佐
和
は
明
白
を
僻
き
、
其
矯
め
納
括
に
不
平
9
L
tと
活
L
、
ペ
ラ

フ
エ
ル
ヂ
ス
は
、
消
費
括
。
長
所
を
其
沈
批
耐
性
、
秘
密
性
に
詔

b
o

(睦

-
D
)

。
へ
ラ
ヲ
エ
ル
ヂ
ス
は
、
直
接
穂
の
み
が
岡
家
と
岡
足
と
り
閥
慌
を
明
か
に
示
す
と
傍
し
、
更
ら
に
間
接
祉
の

ι嬰
如
何
は
、
岡
家
的
白

山
科
目
的
資
逗
皮
主
将
接
山
附
怖
に
立
つ
之
縞
す
。
ジ
ユ
ン
セ
ン
弘
、
・
八
百
概
能
の
債
値
が
諮
め
ら
る
込
に
従
ふ
て
、
柄
稔
者
が
良
き
刊
事
と
し
て
又
聴
明

な
る
祉
合
的
虞
叫
の
事
件
と
し
て
、
自
ら
謀
枕
す
る
こ
と
に
匙
み
、
直
接
松
J
F

一
層
多
(
行
は
る
ミ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
と
い
ひ
、
戸
ス
一
7
1

プ
ル
も
、
枇
含
白
地
歩
出
産
暗
殺
の
故
障
を
減
ず
る
こ
と
を
期
待
せ
し
む
と
偲
L
、
ポ
ー
:
ー
は
、
官
設
相
を
以
て
一
層
令
刊
誌
又
一
昨
山
公
平

な
る
も
の
と
渇
す
。

(
註
-
-
)

〉

d
ア

1
ツ
エ
ル
が
之
を
、
間
接
括
主

L
C
の
所
得
粧
の
成
川
町
と
呼
ん
官
の
は
痛
切
で
あ
る
。

五
卒
民
税
か
ら
賢
一
族
税
へ

1
l
z
い
ふ
こ
ご
も
い
ひ
得
る
。
法
に
卒
民
枕
Z
い
ふ
の
は
比
較
的
能
力
の
乏
し
き
数

多
き
人
々
の
抽
出
ム
税
で
あ
り
、
貴
族
枕
Z
い
ふ
の
は
能
力
一
層
大
な
者
が
其
大
な
る
に
随
ふ
て
、
よ
り
多
〈
捻
ふ

枕
で
ゐ
る
。
此
意
味
の
卒
民
枕
は
今
日
で
は
主
ご
し
て
間
接
税
に
現
は
れ
、

そ
し
て
直
比
四
枕
が
貴
族
税
古
い
ふ
こ

芭
に
な
っ
て
、
此
に
い
ふ
傾
向
は
前
項
に
於
げ
る
間
接
税
よ
り
庶
接
税
へ
ご
い
ふ
こ
己
、
同
C
結
果
に
も
な
る
や

う

.R
が
、
古
き
時
代
に
は
直
接
枕
に
し
て
卒
民
税
た
る
も
の
が
一
般
で
あ
っ
た
か
ら
.
彼
此
の
傾
向
が
少
し
く
赴

を
異
に
し
て
居
る
。
奮
時
代
に
は
兎
角
、
能
力
ゐ
る
者
は
白
ら
政
権
セ
握
り
又
は
政
権
者
を
利
用
し
て
其
負
搾
を

高
見
れ
、
負
搭
は
却
っ
て
力
乏
し
F
者
に
直
接
負
は
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
、
間
接
税
の
起
る
に
至
つ

τは
一
層

論

議

{
第
五
時
匹

λ
O
九

三
七
)

謀
枕
と
時
の
元
素

第
二
十
巻

¥Vei 
c. p. 
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t市

議

第
二
十
巻

ハ‘
O 

(
第
五
焼

三
λ
)

課
祉
と
時
山
元
素

多
〈
此
枕
稲
h
z

利
用
し
て
間
接
に
、
力
乏
し
き
者
共
に
負
擦
を
嫁
し
た
の
で
あ
る
o

然
る
に
次
第
に
負
擦
に
闘
す

る
正
義
蜘
酬
が
厚
く
な
hd
、
立
つ
は
民
衆
も
政
権
を
握
る
や
う
な
時
代
Z
な
っ

τ、
所
得
税
や
財
産
税
や
相
綴
税
や

増
岡
慣
税
な
ど
に
重
き
を
置
〈
こ
、
な
り
、
貴
族
的
な
る
、
段
階
的
な
る
直
接
枕
に
偏
傾
し
ゃ
う
Z
い
ふ
こ

Z
に
な

っ
た
(
註
一
二
)
C

但
し
芸
課
税
方
法
が
度
を
過
ご
す
に
於

τ、
資
本
的
資
族
が
次
第
に
衰
弱
し
減
少
し
て
、

般
民

の
問
に
格
別
力
の
等
差
な
き
に
至
る
な
ら
ば
、
此
等
一
の
形
式
上
の
貴
族
枕
も
結
局
、
奮
時
代
の
卒
民
税
Z
大
差
な

き
質
を
有
っ
こ
ご
、
な
る
で
あ
ら
う
。

(
睦
士
一
)

ペ
ヲ
フ

h

ル
デ
ス
は
、
民
衆
的
共
同
阻
挫
及
民
衆
的
時
代
に
は
沼
例
、
直
接
枕
が
王
と
な
り
、
他
白
園
及
時
代
に
は
間
接
枯
が
主
と
な

る
と
い
ふ
て
居
る
。

大
比
例
税
か
ら
累
進
税
へ
|
|
ご
い
ふ
こ
ご
も
認
め
ら
石
、
が
、

t
〈
は
畢
覚
す
る
に
前
記
一
三
四
五
等
り
畿
逗
に

件
ふ
自
然
の
要
求
で
あ
る
o

併
し
今
も
向
ほ
比
例
杭
の
適
用
さ
る
、
範
闘
が
甚

r庚
〈
、
累
進
税
の
遁
用
古
品
、

税
穏
の
少
い
の
は
事
寅
で
ゐ
る
。

七
物
納
税
か
ら
金
納
税
へ

1
i
ご
い
ふ
こ
Z
が
あ
h
J
、
嘗

τは
物
納
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
今
日
に
て
は
其
は
例

外
で
ゐ
h
、
む
し
ろ
金
納
が
普
通
で
あ
る
(
註
一
三
o

併
し
き
う
か

Z
い
ふ
て
今
円
、
租
税
は
凡
ぺ
て
金
納
，
花
、
質

幣
的
支
梯
に
さ
い
ひ
切
っ
て
[
ま
う
の
も
(
註
一
里
、

不
嘗
で
あ
り
、
倫
ほ
少

L
は
物
納
が
残
っ
て
居
る
の
み
で
な

〈
、
信
用
方
便
が
周
ゐ
ら
れ
て
も
居
り
、
そ
し
て
賂
来
を
推
す
の
に
、

之
を
一
営
仁
信
用
方
便
の
み
に
限
る
に
も
及

De1a Foldcs， a. a. O. S. 351 12) 



ば
歩
、
↓
公
融
債
株
券
、
土
地
建
物
エ
場
の
如
註
も
の
に
て
も
、
岡
家
が
生
産
方
便
に
於
け
る
花
有
に
制
限
を
加
ふ

る
道
程
正
し
て
も
、

之
を
租
税
ご
し
て
受
領
す
る
-
』
ご
が
迷
惑
で
な
く

L
て
却
っ
て
好
都
令
ご
い
ふ
喧
』
ご
が
あ
bJ

得
る
。
此
の
如
く
に
し
て
今
日
及
今
日
以
後
に
於
て
貨
併
外
の
方
便
に
て
牧
納
苫
る
る
こ
ご
が
可
な
り
多

C
起
h

得
る
が
、
予
併
し
共
に
[
て
も
人
の
所
得
財
産
、
随
ふ
て
租
税
芙
も
の
が
貨
鮮
名
義
に
て
測
定
吉
る
、
ご
い
ふ
こ
ご

は
倫
ほ
可
な
り
永
〈
縞
〈
で
あ
ら
う
(
註
一
五
)
O

租
税
分
配
の
一
公
正
を
期
す
る
縛
め
に
或
統
一
的
標
準
を
要
す
る
か

ら
で
あ
る
。

(註-一一一)

へ
ツ
』
ケ
ル
は
、
菩
人
四
極
祷
時
代
に
は
租
積
は
誼
例
貨
幣
に

τ行
は
れ
、
自
然
物
た
る
は
蹄
だ
と
団
地
し
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
も
、
膏
時

に
て
は
物
納
税
が
趨
例
て
る
っ
て
、
貨
幣
枕
が
例
外
ど
あ
っ
た
が
、
今
日
後
遺
し
た
闘
て
は
反
劉
だ

E
い
ふ
て
居
る
。
之
、
と
呉
り
メ
ル
ツ
ア
ー

出
、
租
税
山
U

物
納
形
式
は
自
鼎
檎
務
時
代
に
屈
す
と
い
ひ
、
ヨ
ン
一
フ
ー
ド
が
物
納
栓
は
辛
日
一
般
に
排
除
せ
ら
れ
て
最
早
問
題
と
な
ら
ず
と
鴻

L
、
ェ

i
eへ
ル
ヒ
』
目
、
貨
幣
紐
冊
目
資
展
、
財
政
の
整
頓
及
岡
授
の
増
加
と
共
に
、
物
納
掛
川
か
覗
第
に
消
生
し
た
〈
て
は
な
ら
な
か
っ
た
ー
と
い
ふ

白
は
、
少
し
(
言
。
調
ぎ
で
る
る
。

ス
ト
ル
ツ
ヴ
仕
、
穂
積
の
意
義
仕
情
怖
的
課
徴
物
に
闘
し
な
〈
て
は
な
ち
ぬ
と
儒

L
、
別
の
成
に
て
、
物
的
給
付
叉
は
勤
務
を
粗
揖
と

a
 

い
ふ
白
は
今
日
の
詞
の
用
法
に
反
す
と
い
ふ
。

(
陸
-
四
)

ス
タ
シ
プ
は
、
開
家
が
貯
と
勤
務
と
の
上
に
一
般
的
支
配
植
を
要
す
る
籾
済
界
に
於
て
、
需
に
よ
り
て
龍
力
を
決
定
し
、
貨
幣
に
上
り

て
其
を
測
定
す
る
こ
と
は
自
然
の
離
だ
と
伐
L
、
ア
ツ
キ
ン
ソ
シ
は
、
租
抵
は
其
分
間
に
際

L
貨
幣
名
義
に
て
測
定
せ
ら
る
と
泊
す
。

(睦

-
Z
)

其

税
牧
入
の
推
移

論

叢

A 

課
脆
と
時
白

-Z
素

三
九
)

第
二
十
巻

(
晶
玉
競
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論

叢

第
二
十
巻

四

O
)

λ 

(
第
五
貌

課
税
、
と
時
白
-
一
元
素

一
税
収
入
の
増
準

A
杢
髄
上
|
|
仁
も
税
牧
入
は
時
三
共
仁
、
「
耽
曾
の
富
や
経
済
力
の
進
む
さ
共
に
増
準
す
る
も
の
で
あ
る
。

が
、
特
に
、

B
所
得
税
消
費
税
交
通
枕
に
於

τ
1
l此
増
進
的
勢
が
大
い
(
註
二
ハ
)
。

(
註
=
ハ
)
ヨ
ン
ラ
ー
ド
は
、
取
入
増
誕
の
勢
に
つ
き
色
々
の
程
矧
白
租
話
が
削
る
呉
る
。
其
の
最
有
刑
な
の
は
市
費
挽
だ
と
焔

L
、
へ
ツ
ケ
ル

は
、
収
益
五
物
枕
は
愛
達
能
力
最
hv
〈
、
捌
穐
消
費
相
交
通
稀
に
於
て
一
層
多

L
-と
錆

L
、
，
へ
一
フ
ブ
エ
ル

4

ア
ス
は
、
所
得
税
に
て
は
岡
民
所
得
田

増
減
と
共
に
自
動
的
に
枚
入
が
宥
減
す
と
い
舟
。

二
税
牧
入
の
援
動

A
自
然
的
の
牧
入
品
盟
動

l
ー
か
ら
い
ふ
ご
、
直
接
枕
の
枚
入
し
か
間
接
税
又
は
消
費
税
牧
入
よ
、
り
も
動
揺
が
少
い

(
註
一
-
七
)
。

(
註
-
七
)

チ
ス
カ
は
、
泊
費
柑
白
状
入
は
大
な
動
指
を
一
部
す
白
に
、
直
接
松
は
不
動
の
牧
人
を
皐
「
主
活

L
、
ヰ
ラ
フ
エ
ル
」
ア
ス
も
、
所
得
は
消

n
 

費
よ
り
も
一
居
小
い
勤
携
を
示
す
か
ら
、
直
接
柑
肱
入
は
他
税
、
よ
り
も
一
府
大
な
る
永
描
個
性
を
一
割
す
左
活
す
。

B
人
工
的
の
牧
入
可
動
!
ー
か
ら
い
ふ

Z
き
は
、
所
得
税
が
他
の
殺
に
比
し
最
便
利
で
、
枚
入
の
必
要
に
肱
じ

て
、
人
工
的
に
並
一
般
入
を
増
減
し
、
以
て
他
税
政
入
の
補
充
ご
せ
ら
れ
る
(
註
一
八
)
O

(
陸
-
八
)

エ
1
4
ル
ヒ
は
、
具
〈
分
級
さ
れ
た
一
般
庇
符
聴
は
必
要
あ
れ
ぽ
課
税
り
最
上
原
則
を
破
る
こ
と
な
〈
し
て
、
直
ち
に
引
上
「
る
こ
・
と

を
許
す
要
求
を
常
に
最
良
〈
充
た
す
と
鵠

L
、
ア
リ
ス
ト
ア
も
、
人
は
所
得
税
の
枇
入
額
を
、
議
算
白
日
其
昔
時
の
必
要
に
容
易
に
抱
臨
せ
し
む
る

Conrad， a. a. O. S. 25_ Heck<ニ1，1'l. a. O. S. 152. Bela Foldes， a. a. 0 

s. 367 
Tyszka， a. a. U. S. 95. Bela Foldes， a. a. O. S. 334 
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を
符
る
と
お
し
、
ロ
ぜ
シ
ツ
ン
も
、
品
市
置
な
る
行
政
構
閥
が
一
度
動
け
ば
、
所
得
骨
収
入
は
合
誌
に
、
而
か
も
格
別
行
政
由
仕
事
世
帯
加
せ
ず
L

て
、
軍
に
拍
車
を
上
「
る
こ
と
に
よ
り
で
増
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
涌

L
、
へ
ツ
ケ
ル
も
、
新
一
舵
所
得
税
て
は
栓
出
を
到
か
す
こ
と
に
よ
り

4t
或
可
動
Jm
備
へ
ら
れ
る
芝
居
岬
L
、
斯
〈
て
ペ
ラ
フ
品
ル
」
ア
ス
は
、
所
同
町
暗
を
以
て
、
急
迫
文
は
大

ι要
時
の
伐
め
り
珠
備
抽
と
錦
し
、
コ
ン
ラ

8
 

1

V
は
、
人
粧
が
其
他
。
枕
り
補
完
に
適
す
と
い
ふ
剖

第

段

租
税
事
項
に
於
け
る
時
の
決
定

立

課
税
標
準
に
於
け
る
時
の
決
定

一
課
税
標
準
の
決
定
に
つ
き
て
必
中
し
も
常
に
時
の
問
題
が
起
る
の
で
は
な
い
。
夫
の
課
税
標
準
が
分
量
や
品
質

に
依
る
も
の
に
あ
り
で
は
時
に
依
り
て
影
響
せ
ら
る
、
こ
ご
は
殆
ん

rな
い
U

-

一
時
の
決
定
が
問
題
正
な
る
の
は

特
に
此
楳
準
が
債
額
に
て
定
去
る
場
令
で
あ
る
。
此
に
も
亦
た
或
時
貼
に
於
り
る
芸
ご
な
る
場
合
正
、
或
期
間
に

於
け
る
其
己
な
Z
場
合
正
あ
る
。

A
或
時
結
に
於
け
る
償
額
に
依
る
も
の
、
中
で
も

い
税
の
性
質
上
一
定

ω
自
然
的
な
る
時
駄
が
あ
っ
て
、
主
(
を
採
る
の
外
な
い
場
合
に
は
問
題
は
別
に
起
ら

泊
。
例
之
、
消
費
税
の
庫
出
税
に
於
て
出
庫
蛍
時
の
贋
格
に
依
る
も
の
、
聡
入
殺
に
於
て
総
入
賞
時
の
債
格
に
依

る
も
の
、
交
通
殺
に
於
て
交
通
事
賞
品
官
生
官
時
の
債
格
に
依
る
も
の
、
如
き
で
ゐ
る
。
然
る
に

論

議

課
括
主
時
の
元
素

(
第
五
披

第
二
十
巻

g9 

) 

ノ、

= 

Eheberg， a. a. O. 5.，209' IIaristoy. L'impot sur le l'evenu. p. [12 
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議

課
税
1
4

時
の
一
克
素

第
ニ
十
巻

(
第
五
腕

阿

) 

A 

四

論
ろ
枕
の
性
質
上
斯
の
加
古
一
定
の
時
勤
の
指
示
し
難
き
場
合
、
例
之
、
財
産
税
や
牧
盆
税
ゃ
に
於
け
る
課
税

物
件
の
債
格
の
如
き
で
、
之
を
主
(
賦
課
常
時
の
英
瞬
間
の
債
格
ご
す
る
か
、
英
賦
課
年
の
初
め
の
償
給
芭
す
る

か
、
其
前
年
の
各
月
の
卒
均

Z
す
る
か
、
或
は
此
の
如
き
現
・
貨
に
近
い
も
の
さ
せ
中
、

一
旦
或
時
に
定
め
た
上
は

之
を
車
室
帳
に
務
録
し
て
其
後
関
ら
く
数
年
叉
は
数
十
年
も
永
〈
、

之
に
依
る
こ
ど
、
す
る
か
が
問
題
ざ
な
り
、
主
目

決
定
如
何
に
よ
り
て
賞
事
者
の
利
害
が
異
る
。
此
に
て
は
其
の
之
に
つ
き
適
切
且
つ
会
吊
T
E
な
る
べ
き
も
の
を
選

ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
牽
帳
制
に
従
っ
て
一
旦
定
め
た
も

ωを
永
〈
行
ふ
が
知
量
は
物
債
の
推
移
共
他
時
に
よ
る

事
情
の
縫
化
ご
共
に
愈
々
盆
々
不
n
公
平
り
も
の
ぜ
な
み
リ
得
る
か
ら
、
北
(
は
採
ら
ぬ
が
良
い
(
註
一
九
)
け
れ
ど
も
、
然

ら
ば
芭

τ賦
課
の
瞬
間
ご
か
賦
謀
年
初
、
こ
か
い
ム
一
時
期
に
依
る
の
で
は
、
恰
か
も
主
(
時
の
岡
慣
格
が
異
常
に
高
い

Z
か
異
詣
に
安
い
ご
か
い
1

ふ
ご
き
に
は
不
公
一
中
叉
不
適
切
な
も
の
己
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
其
れ
で
む
し
ろ
前

年
の
各
月
平
均
古
い
ふ
の
が
会
卒
ご
い
γ

ふ
こ
ご
に
な
る
。
之
に
よ
b
て
或
一
時
黙
芭
す
る
縛
め
に
其
時
L
特
に
蓮

腕
を
講
す
る
が
如
き
こ

F
T防
止
す
る
を
得
る
こ
芭
ご
も
な
る
。
此
方
法
は
現
に
我
が
曲
目
業
税
の
資
本
金
額
、
賃

貸
痕
格
に
も
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
。
た
uv

比
に
て
も
、
物
債
鑓
動
の
甚
し
き
場
合
特
に
物
債
騰
貴
の
著
し
き
が
如
き

場
合
に
は
、
太
し
き
不
会
一
中
古
な
る
の
恐
は
あ
る
。

(
註
-
九
)

ク
ラ

f
ン
ウ
エ
ヒ
タ

1
、
チ
ツ
シ
ア
ー
ト
、
チ
ヌ
ヵ
、

一
一
ツ
テ
、
メ
ス
テ
l
プ
ル
等
、
牧
誼
柑
又
は
地
相
の
憂
恨
の
盆
々
陳
腐
不
公
平

と
な
る
べ
き
こ
と
を
指
示
し
、
前

1

9
ュ
ー
は
、
備
閣
に
で
土
地
蓋
艇
が
日
々
不
都
合
を
帯
長
タ
る
に
拘
ら
ず
、
義
務
者
世
平
均
一
な
ら
し
め
て
は



な
ら
白
と
い
ふ
日
貨
の
下
に
、
曲
が
維
持
さ
れ
た
と
い
ひ
、
之
と
赴
を
異
に
し
て
居
る
が
、
プ
レ

l

y
は
、
米
聞
に
て
財
産
粧
の
賦
課
に
華
版
制

慌
を
採
ら
な
い
も
の
L
あ
る
白
は
、
同
闘
に
て
土
地
所
有
の
断
へ

f
る
又
屡
々
な
る
麹
垣
及
土
地
慣
怖
に
於
け
る
急
速
な
る
動
揺
だ
と
い
A
て
脂

〉9
 

る。
B
或
期
間
内
の
度
額
、
即
も
所
得
又
は
牧
盆
額
仁
依
る
も
の

1
1
に
め
り

τは
、
い
先
以
て
各
稀
の
所
得
又
は

牧
盆
源
に
共
通
し
て
会
卒
な
る
標
準
を
得
ん
が
斜
め
に
其
期
間
ご
し
て
一
年
を
謹
む
の
が
普
通
で
あ
る
が
(
註
一
-

一
府
良
〈
、
所
得
又
は
枚
盆
事
情
の
消
長
を
牟
均
す
る

。
)
、
之
に
よ
り

τ各
週
、
又
は
各
月
三
し
た
よ
b
は、

ど
を
得
る
(
き
一
乙
o

ろ
次
ぎ
に
特
に
其
一
年
内
の
所
得
牧
症
に
つ
い
て
、
之
を
課
税
率
の
珠
算
額
正
す
る
か
、
前

年
の
賞
牧
額
己
す
る
か
い
問
題
ピ
な
り
、
何
れ
に
し
て
も
多
少
の
弱
酔
聞
を
伴
ひ
並
一
選
揮
が
六
っ
か
し
い
。
或
は
此

仁
一
於
て
・
通
常
な
る
解
決
の
得
難
き
に
失
禁
す
る
人
も
あ
る
へ
註
二
ニ
)
0

如
何
に
も
前
年
ご
大
差
な
き
部
類
の
も
の
、

例
之
、
俸
給
や
賃
金
や
地
代
家
賃
や
利
子
や
の
如
き
も
の
に

τ、
前
年
の
例
か

ι推
し
て
本
年
分
を
英
年
の
初
め

に
於
て
見
積
る
こ
さ
が
出
来
、

ぞ
し
て
共
を
一
旦
採
用

L
t
も
其
年
の
進
行
中
仁
其
に
大
な
緩
化
を
生
じ
た
ら
之

に
依
り
て
更
訂
を
許
す
こ
さ
、
し
た
な
ら
ば
、
此
珠
算
主
義
に
し
て
も
可
な
る
が
如
〈
で
ゐ
る
ま
二
三
)
O

叉
賞
際

に
も
人
は
或
短
き
期
聞
の
質
績
か
ら
さ
へ
推
算
し
て
一
年
に
略
ぽ
何
れ
ほ

y-の
所
得
ご
な
る
さ
見
積
る
こ
さ
が
屡

々
あ
る
(
註
ニ
凹
)
O

何
に
も
或
一
年
中
の
貫
績
を
押
へ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
ぐ
」
い
ふ
ほ
ど
の
も

ωで
は
な
い
ゃ
う
で
あ

る
o
け
れ
ど
も
今
の
如
く
復
雑
に
し
て
縫
動
的
な
る
世
の
中
じ
於
て
果
し
て
所
得
叉
は
牧
盆
に
つ
き
略
家
に
亘
h

音信

課
税
主
時
の
元
素

F、
五

四

) 

議

第
二
十
巻

(
第
五
競

Kleinwachter， Fw. S. 145-6. Tischert， Die nl.Odcrnc staatlichc ErtI孔g，
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cipes dc science des品naces.p. 443. Bastable， 1. c. p. 430. Bcau]icu， 1. 
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論

叢

課
桔
ー
と
時
の
一
冗
素

第
二
十
巻

(
第
五
腕

[g 
[9 

丸
一
一
、

ノ
一
」
ノ

て
正
確
に
泣
き
も
の
を
見
積
り
得
る
や
疑
な
き
能
は
宇
で
あ
る
。
例
之
、
俸
給
者
の
俸
給
で
も
擾
動
す
る
。
共
一

時
的
牧
入
に
至
て
は
倫
一
真
で
あ
る
O

時
労
働
者
の
賃
金
な
ど
は
世
の
中
の
景
気
ご
共
に
大
に
愛
b
、
特
に
彼
等
の
就

業
某
も
の
が
必

A
V
L
も
績
f
z限
ら
ぬ
。
地
代
家
賃
の
如
き
も
、
特
に
地
代
の
如
き
は
近
頃
は
一
向
に
蛍

τ
に
な

ら
な
〈
な
っ
た
。
年
の
豊
凶
に
よ
b
て
の
み
で
な
〈
、
小
作
人
運
動
に
よ
り
て
棄
さ
る
、
。
利
子
も
亦
允
可
な

h

動
揺
す
る
。
全
〈
不
動
の
場
合
も
あ
る
が
、

冬
一
〈
は
可
な
り
動
〈
。

そ
し
て
他
方
.

あ
ら
ゆ
る
企
業
者
、
そ
れ
は

商
工
業
者
の
み
な
ら
宇
、
農
業
者
も
の
牧
得
が
世
蓮
の
消
長
に
よ
b
て
常
に
動
揺
し
、
到
底
正
確
な
る
見
積
を
許

き
ぬ
(
註
一
王
)
C

彼
等
が
一
時
儲
け
た
正
思
っ
て
居
る
ご
、

間
も
な
〈
損
失
を
被
む
る
こ
ど
、
な
h
、
損
失

L
た
古

思
ふ
間
に
利
得
を
得
る
こ
正
、
も
な
る
。
牧
入
で
は
儲
り
に
な
っ

τ居
っ

τも、
元
本
計
算
に

τ損
失
£
な
b
、

差
引
き
損
に
終
h
ノ
、
所
得
な

L
ご
い
ふ
ニ
ご
も
ゐ
る
(
註
二
六
)
O

見
積
は
出
来
な

ν。
で
凡
べ
て
に
亘
ふ
り
て
前
年
の

賞
績
に
依
る
さ
し
な
ぐ
て
は
到
底
王
確
な
る
計
算
は
出
来
な
い
1
0

特
に
農
商
工
企
業
所
得
、

一
時
的
所
得
の
如
き

に
於
て
最
著
し
い
o
r
h
r
ら
前
年
賀
健
主
義
の
方
が
正
確
に
ど
は
思
ふ
が
、
併
[
此
に
前
主
義

ω折
衷
ご
も
い
ふ

べ
き
も
の
は
近
き
過
去
数
年
例
之
、
最
近
三
年
の
一
貫
般
の
卒
均
に
依
る
ご
レ
ム
方
法
、
即
ち
一
面
か
ら
い
へ
ば
一

種
の
貫
績
主
義
ど
が
、
他
方
か
ら

ν
へ
ば
一
の
見
積

ω便
法
ご
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
此
は
我
国
の
農
業

(
田
畑
)
に
つ
い
l

て
行
は
れ

t
居
る
が
、
其
に
於
付
る
平
均
ご
い
ふ
こ
さ
に
正
常
吉
が
認
め
ら
れ
(
詰
ニ
七
)
、
結
果
正

L
て
も
、
順
年
さ
逆
年
ピ
を
卒
準

L
(註ニ
λ
)
、
質
際
の
負
擦
を
軽
易
正
寸
る
ご
レ
ふ
長
所
も
あ
る
(
誕
二
九

)ω
で
あ



る
。
高
一
見
ら
棄

τた
も
の
で
は
な
い
が
、
併
し
共
も
亦
、
珠
算
主
義
に
依
う
た
場
合
さ
同
様
、
賞
在
的
の
も
の
に

依
つ
犯
の
で
は
な
〈
て
仮
定
的
の
も
の
に
依
っ
た
ご
い
よ
こ
さ
に
於
て
遺
憾
な
駄
が
あ
る
(
註
=
一
O
)
O
随
ム
て
各
義

務
者
の
異
質
の
能
力
に
適
切
な
ら
し
む
る
こ
ご
を
期
す
ぺ
き
所
得
税
ご
し
て
は
、
最
質
在
的
な
る
根
懐
を
抑
へ
る

こ
ご
の
出
来
る
前
年
質
蹟
主
義
に
依
る
の
が
最
可
E
思
ふ
(
註
一
三
)
O

併
し
我
固
で
は
前
記
、
田
畑
所
得
の
平
均
主

義
を
別
ご
し
、
山
林
所
符
、
賞
奥
所
得
、
法
人
よ
り
の
配
嘗
所
得
仁
賞
結
主
義
が
採
ら
る
、
.
に
け
で
、
其
他
の
第

一
極
所
得
は
凡
べ
て
珠
算
主
義
に
依
っ
て
屑
る

(
第
一
、
第
二
種
は
凡
ぺ
て
性
質
上
前
年
又
は
現
在
の
寅
績
ト
土

義
)
。
尤
も
替
業
枕
の
貰
上
金
額
は
前
年
賀
績
主
義
に
依
っ
て
居
る
。
尤
も
此
賃
績
主
義
に
依
る
ご

L
て
も
、
物

同
恨
動
揺
時
代
特
に
英
勝
賞
し
っ
、
あ
る
場
合
に
は
不
会
話
・
な
る
も
の
ぜ
な
ら
得
る
し
、
噛
胤
算
主
義
に
依
る
ご
し

τ

は
芙
見
積
が
一
唐
困
難
ご
な
る
を
免
れ
な
い
。

(
註
ニ
O
)

フ
イ
ス
チ
ン
グ
は
、
所
得
を
以
で
、
或
人
の
一
J

応
期
間
(
年
)
に
財
生
産
の
椴
続
的
裾
泉
の
牧
貨
と
し
て
、
其
人
に
彼
自
身
及
家
族
の
沼

め
白
人
的
欲
望
を
充
た
す
泊
め
に
虚
回
一
に
立
つ
所
の
物
周
の
ん
予
械
と
鴻
L
、
ロ
ツ
ヴ
も
、
令
所
得
を
一
所
有
枕
に
て
課
す
る
闘
で
は
、
租
粧
の
意

義
に
於
け
る
所
得
が
、
-
年
問
に
或
人
又
は
或
家
計
に
入
車
る
所
の
貨
幣
叉
は
貨
市
債
伯
に
叫
即
け
る
牧
入
だ
と
い
ふ
期
愈
が
井
調
な
り
と
符
し
、

エ
1
4
ル
ヒ
も
、
所
得
税
町
所
得
は
、
長
年
所
得
を
解
す
と
し
、
ケ
ン
ナ
シ
も
、
所
得
は
普
湿
の
意
時
で
は
人
叉
仕
法
人
の
年
枚
入
正
解
せ
ら
る

と
鴻
し
、

4

ラ
フ
エ
ル
デ
ス
も
、
年
所
得
出
所
得
措
の
課
税
某
礎
と
な
る
vr一矯

L
・
ス
タ
ン
フ
は
、
吾
人
は
年
に
よ
り
て
所
得
を
考
ふ
る
を
例
と

L
、
此
が
暗
ん
Y
」
白
鼎
の
命
令
の
や
ろ
だ
と
い
り
、
ヘ
ル
フ
ト
は
、
所
梓
融
は
年
に
限
定

L
hぽ
(
て
は
な
ら
ぬ
之
い
ふ
。
仰
ほ
イ
ヲ
ア
エ
ル
デ
ス

町

は
、
取
諸
我
山
特
徴
目
、
覗
税
義
務
の
決
定
が
和
措
物
挫
の
年
収
謹
白
土
蓮
に
於
て
一
位

Jrる
こ
と
に
あ
り
と

L
て
居
る
。

所
得
に
は
季
節
的
に
多
〈
一
な
っ
た
り
、

9
f
な
っ
た
り
す
る
こ
、
と
が
あ
る
。
其
使
用
扶
惑
の
如
き
も
冬
と
豆
と
で
は
大
に
異
る
。
此
等

(
盤
こ
さ

論

課
枕
と
時
の
一
司
素

議

筑
二
十
巻

(
第
五
腕

四
五

J、
一七

FLlisting， Gnmdzuge der Steuerlehre. S. IIO. I~otz ， Fw. S. 407. Ehcberg， 

a. a. O. S. 2り7.Kennan， Income tax:::ttion， p. [-2. Bc]a Folrlp.s，九月

O. S. 354. 369. Stmnp， 1. c. p. 26. He!仕， Beitrag-e zur Frage der tech-

m却しherrAusbrestaltuflg uヒrdeul5じheIl EinkoIJHUelluesleuerung. S. 44 
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，、か
面聞

議

謀
殺
と
時
四
元
素

第
二
十
巻

(
第
五
挽

四
六

F、
J又

を
一
年
中
に
つ
い
て
平
均
し
て
見
な
け
れ
ば
平
会
平
と
な
り
得
る
ロ

或
費
際
家

μ
、
弱
逸
所
得
税
に
闘
し
、
其
技
術
が
全
く
行
詰
っ
て
居
る
。
此
枕
法
の
殆
ん
ど
ニ

1
年
由
貿
施
の
後
に
、
最
早
、
苦
人
は

之
に
封

L
て
希
望
を
央
っ
た
と
い
ふ
た
さ
う
だ
。

(
註
ニ
三
)

(
註
ニ
ニ
)

へ
ル
フ
ト
は
、
課
枕
年
自
身
の
絹
済
成
果
に
依
る
所
得
の
謀
栓
(
故
算
主
義
)
は
二
の
促
定
の
下
に
の
み
評
議
せ
し
め
る
。
其
一
は
不
動

な
る
不
艶
な
る
所
得
に
闘
す
る
こ
と
て
、
其
ニ
は
棋
ら
ず
り

L
場
合
に
事
賃
上
の
成
果
に
慕
常
一
て
後
に
史
訂
白
詐
さ
る
お
こ
と
で
あ
る
ル
」
い
ふ
叫

(
註
ニ
園
)
ス
タ
ン
プ
は
、
諸
行
商
人
が
或
週
間
に
有
利
な
商
買
を
し
た
か
ら
と
い
λ
て
、
比
一
最
近
の
綿
敏
か
ら
推

L
て
、
自
分
は
年
一
千
棟
的
割

に
で
前
豆
を
し
て
居
る
と
い
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
、
此
蜘
は
時
的
一
正
素
と
し
て
は
問
題
と
な
ら
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
居
る
哨

(
桂
ニ
亙
)

エ
1
4
ル
は
、
替
業
利
祢
を
誼
常
に
確
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
て
な
い
。
此
が
時
と
鹿
と
に
よ
リ
て
蹴
る
可
質
的
だ
'
P
L

錦

L
、

ア
リ
ス
ト
ア
も
、
前
染
者
自
身
に
と
り
て
も
其
年
目
利
盆
を
確
定
す
る
こ
と
は
甚
だ
同
難
だ
み
一
い
ふ
て
居
る
品

】

(
陸
一
エ
ハ
)
掛
〈
て
プ
レ
メ
ン
で
は
、
投
棚
刺
得
の
組
秘
義
務
に
山
間
し
て
は
、
元
本
損
失
も
が
斡
陪
さ
る
る
砂
一
狩
る
こ
と
正
た
っ
て
肘
っ
た
d

(
註
ニ
セ
)
ス
タ
シ
フ
は
、
荷
白
拡
礎
が
、
方
便
白
骨
平
な
る
平
均
的
指
示
を
興
ふ
ゐ
だ
け
よ
ト
分
長
い
刈

H
Cな
〈
て
は
な
ら
向
。
併
し
叉
納
措
時

が
清
算
期
出
に
密
接
に
随
は
な
い
日

E
に
長
〈
な
っ
て
も
可
か
な
い
。
多
〈
由
人
々
が
三
年
平
均
制
E
主
挺
す
る
は
此
叫
山
か
ら
だ
と
い
ふ
て
府

坦

。

司

6
0

(
註
二
八
)

九
ダ
シ
プ
位
、
平
均
正
義
位
、
結
果
を
平
均

L
E
ワ

過

剰

に

到

し

不

足

を

議

引

〈

と

と

を

目

的

ー

と

す

と

い

ふ

。

)

甜

ス
タ
ン
フ
は
、
平
均
訟
は
租
枕
の
賀
際
白
負
抑
を
輯
晶
と
掃
す
。
此
が
車
並
車
に
於
け
る
殺
の
辛
を
侭
〈
す
る
か
ら
と
い
ふ
て
肘
る
。

(
量
二
九
)

(
陸
豆

O
)

，
へ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
は
、
平
均
的
所
符
の
主
義
位
、
事
賃
上
の
所
得
を
捕
捉
す
べ
き
所
得
税
に
は
和
問
せ

f
L」活
L
1
ヘ
ル
フ
ト
も
、
平

均
的
給
柑
能
力
は
車
な
る
挺
制
で
あ
る
。
随
ふ
て
質
際
の
給
刊
能
力
を
最
完
全
な
る
方
法
に
で
抑
旋
す
ベ
山
崎
、
所
得
枕
の
間
有
の
原
則
に
反
す
止
鵠

L
、
グ
ル
シ
ヅ
エ
ル
も
、
平
均
的
、
中
川
的
壮
盆
能
力
ー
と
V

ふ
外
形
制
脚
部
仕
信
頼
す
る
に
足
ら
ず
と
い
ム
。

(
註
-
-
ニ
)
ロ
ツ
ツ
位
、
所
噌
拾
に
於
て
賦
課
出
向
車
る
だ
け
精
識
に
寅
際

ε
一
致
す
る
こ
と
に
、
問
庫
も
、
訴
務
者
の
一
大
部
も
最
強
〈
利
害
閥

係
を
有
つ
と
い
ふ
て
居
る
醐

Dietzel，九 a.O. S. 4. 22) He!九九札口 S.46 
Stamp， 1. c. p. r 5. 24) Eheberg， a 乳 O.S. 258. Haristoy， 1. c. p. 126 
Lotz.乱 a.O. S. 423. ~6) _ Slamp，_ 1. C. p. ?7. 
5t乱mp，1. c. .p. 29. 28) S!amp， 1. c. p. 28 
Bela }'~old白川. a.-O. S. 360， Helft ， ~a. a. O. -8. 4G-7. GrunlLcl， Fw， S. 57. 
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。
或
時
実
の
債
格
吉
一
他
の
時
黙
の
師
胴
格
ご
の
差
増
額
に
依
る
も
の

1
lに
あ
ち
て
は
、
其
各
時
貼
の
決
定
は
六

っ
か
し
〈
な
い
が
、
唯
に
此
に
於
て
業
利
士
山
主
い
時
間
に
於

τ貨
慨
m
積
値
の
盤
動
の
起
ム
リ
得
る
こ
ご
の
銭
め
に
、

共
差
増
額
が
異
質
仁
は
諜
税
す
べ
き
理
由
を
備
へ

aさ
る
』
』
己
の
あ
ム
リ
得
る
こ
ご
を
注
意

L
、
抽
出
め
之
に
就
き
て
の

宥
恕
規
定

型長
-， ft 
4勿 n
増。
，!lれ
幸信 は:
σっ，
不せ
公 b
苧 7、
参30F1

1用工、
。 言主

(
註
三
ニ
)

芸

納
期
の
決
定

次
ぎ
に
納
期
が
問
題
=
な
る
。

一
課
税
標
準
随
ム
て
税
額
の
決
定
さ
同
時
に
納
税
さ
る
、
も
の

1
i
に
ゐ
り
で
は
、
例
之
、
我
所
得
税
中
り
第
二

穂
の
も
の
、
如
〈
、
其
所
得
支
挽
ご
同
時
に
取
立
て
ら
る
、
も
の
、
庫
出
税
に
依
る
消
費
税
の
如
く
物
件
を
引
取

る
さ
同
時
に
納
め

L
め
ち
る
、
も
の
、
印
紙
税
の
如
く
謹
書
作
成
己
同
時
に
納
骨
し
め
ら
る
ピ
、
も
の
に
在
て
は
、

其
時
の
給
付
指
カ
に
熔
じ
た
課
税
が
行
は
る
、
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
り
(
註
三
三
)
、
標
準
の
決
定
ご
納
税
ご
の
間
し
物

債
や
金
利
が
麗
勤

L
て
義
務
者

ω利
害
に
愛
化
を
奥
ふ
る
ご
い
ふ
こ
と
も
な
〈
、
此
聞
に
義
務
者

ω支
沸
能
力
に

幾
化
を
来
た
し
て
納
税
不
諮
ご
な
る
な
左
い
ふ
一
】
ご
も
な
〈
て
済
U
。
併
L
此
仁
て
も
A
庫
山
税
に
依
る
消
費
枕

の
如
(
精
嫁
の
前
提
ち
る
、
も
の
に
在
つ
て
は
、
右
の
納
税
己
、
治
安
者
の
携
枕
ご
の
聞
に
或
期
聞
が
あ
り
、
並
(

期
聞
が
賞
際
的
街
々
の
場
合
に
て
不
同
で
あ
り
、
般
h
ノ
に
其
は
商
慣
習
に
よ
り
て
卒
均
的
期
聞
が
ゐ
る
ご
し
て

--函岡
叢

課
税
と
時
的
元
素

第
二
十
巻

(
第
五
競

四
七

A 

ー
ゴL

D7-8 経済論議二十巻四焼31) 



論

課
税
と
時
の
元
素

A 

O 

第
二
十
巻

(
第
五
貌

回
λ
)

叢

も
、
其
期
間
内
に
物
僚
が
盤
化
し
、
金
利
の
師
硬
化
す
る
こ
さ
あ
る
が
震
め
に
義
務
者
に
損
得
を
生
相
亡
し
む
る
。
例

之
、
此
聞
に
物
価
慣
が
下
り
又
は
金
刺
が
上
っ
た
、
己
す
れ
ば
、
義
務
者
は
む
し
ろ
不
利
を
受
け
や
う
し
、
物
慣
が
上

ち
又
は
金
利
が
下
っ
た
な
ら
ば
む
し
乃
利
盆
を
受
け
ゃ
う
o
尤
も
之
が
損
得
如
何
に
は
色
々
の
原
因
結
果
の
錯
綜

し
た
も
の
が
あ
る
か
ら
一
概
に
い
び
初
る
こ
ご
は
六
っ
か
し
い
が
、
大
憶
は
右
の
や
う
に
い
ふ
こ
さ
を
得
る
。

B

所
得
税
の
第
二
積
所
得
の
場
合
に
は
、
徴
税
機
関
苫
な
る
所
の
銀
行
合
枇
は
常
に
義
務
者
か
ら
取
立
て
、
国
庫
に

納
む
る
ま
で
の
期
間
に
於
け
る
其
税
金
の
利
子
に
蛍
る
も
の
を
得
す

Z
こ
Z
が
出
来
、
此
聞
に
金
利
上
れ
ば
其
下

っ
た
さ
き
よ
ム
り
も
一
府
有
利
ご
い
よ
ヨ
」
ぜ
に
な
り
、
物
療
上
り
貨
僻
巾
師
明
値
下
が
れ
ば
、
主
(
反
樹
、
己
な
っ
た
場
令
よ

り
は
一
一
府
有
利
ご
い
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。

C
印
紙
税
の
や
う
な
も
の
で
は
、
印
紙
税
欣
納
の
時
限
り
に
て
問
題
が
解

決
す
る
か
ら
此
に
て
は
其
後
の
事
情
の
推
移
に
よ
り
義
務
者
の
利
害
に
愛
化
を
生
中
る
こ
ご
に
は
な
ら
凶
。

(註=一三)

ス
タ
シ
プ
は
、
受
筑
者
計
其
所
得
を
受
〈
る
と
き
に
、
源
泉
に
で
性
陪

3
る
斗
こ
と
は
、
租
枯
を

L
て
其
昨
の
能
力
に
泡
謄
せ
し
む
る

も
の
で
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
叫

、

.

，

，

、

、

I
J
'

二
課
税
標
準
の
時
貼
又
は
計
算
期
間
古
賀
際
納
期
ご
の
間
隔
の
存
す
る
も
の
|
l
A
其
は
財
産
、
牧
袋
、
叉
は
所

得
税
な
い
と
に
は
可
な
り
多
〈
生
す
る
。
或
は
芸
賦
課
の
怨
め
に
あ
ま
ち
に
長
い
時
を
要
す
る
己
主
は
其
問
に
事
情

の
推
移
を
生
じ
1
、
納
税
不
能
ご
な
っ
た
り
不
公
平
を
生
す
る
こ
ご
、
な
る
(
詑
三
四
)
O

或
は
一
の
枕
の
中
に
此
の

如
き
も
の

Z
賦
一
課
の
迅
速
な
の
ご
が
あ
る
ご
き
は
葉
異
積
の
も
の
、
間
に
不
公
卒
が
生
守
る
(
註
一
二
宜
)

Q

或
は
其
賦

Stamp， 1. c. p. 3r :~2) 



課
が
相
嘗
に
迅
濯
に
行
は
れ
た

Z
し
て
も
、
其
納
期
が
延
ば
き
れ
た
り
、
法
定
納
期
以
上
に
も
貫
際
の
納
税
が
後

ら
さ
れ
花
り
す
る
ご
き
仁
は
、
務
し
〈
此
閑
に
義
務
者
の
地
位
が
縫
っ
て
納
税
不
能
芭
な
り
(
註
三
大
)
、
或
は
此
間

に
物
贋
叉
は
金
利
が
援
勤
し
て
不
後
一
中
正
な

h
得
る
。
物
債
上
れ
ば
義
務
者
有
利
苫
な
k

リ
(
註
三
七
)
、
物
療
下
れ
ば

不
利
吉
な
る
o
金
利
上
れ
ば
伎
の
利
す
る
所
多
く
、
金
利
下
れ
ば
利
す
る
所
少
い
ピ
い
よ
こ

Z
に
な
る
。
叉
物
横

金
利
に
格
別
の
異
動
な
し
正
す
れ
ば
、
納
期
の
絞
る
れ
ば
後
る
、
ほ
い
と
義
務
者
は
少
〈
迂
も
金
利
を
利
す
る
こ
古

が
一
一
府
大
レ
(
諒
一
=
λ
)
O
B
此
等
の
元
素
よ
り
生
子
る
不
義
卒
を
除
〈
の
に
は
、
賦
課
の
手
績
を
出
来
る

rけ
筒
草

迅
速
に
し
、
主
(
課
税
額
決
定
期
ご
納
税
期
ご
を
出
来
る
だ
け
近
づ
け
、
新
〈
て
も
避
〈
ぺ
か
ら
宇
に
生
や
る
間
隔

の
物
煩
愛
動
に
調

L
て
は
、

之
に
臆
ヒ
て
或
は
一
定
の
追
加
税
を
潟
し
又
は
一
定
の
割
引
税
を
行
ひ
、
倫
其
上
じ

之
に
て
金
利
の
援
動
ま
で
も
翻
酌
す
る
こ
ご
は
困
難
.
に
か
ら
其
を
行
以
前
刷
け
れ
ど
も
、
賓
際
の
納
期
が
法
定
納
期

に
後
る
¥
た
同
り
で
は
、
其
匁
め
支
抽
抑
ふ
べ
き
延
滞
利
子
を
一
率
己
せ
や
、
其
時
々
の
金
刺
の
高
低
に
感
じ
て
幾
勤

せ
し
め
る
や
う
に
す
る
の
外
な
い
。

(
註
王
国
)

チ
ス
カ
位
、
続
恒
な
る
賦
課
に
て
は
、
下
る
所
の
貨
幣
倒
値
の
場
A
n
に
は
、
支
抑
ふ
e

へ
き
積
額
を
愈
々
小
な
ら
L
む
と
い
ふ
て
居
る
凶

(
註
三
五
)

チ
ス
カ
は
、
一
部
、
調
泉
謀
稀
原
則
を
用
ゐ
る
所
の
帝
問
所
得
斡
に
品
川
て
、
賃
金
及
俸
給
受
領
者
(
租
粧
を
控
除
さ
る
、
腕
の
)
は
倶
値

自犬山
V

貨
帯
に
で
梯
は
な
t
て
な
ら
自
の
に
、
凡
4

て
其
他
の
納
税
者
は
(
其
申
骨
に
上
り
、
恐
ら
t
は
湖
〈
衣
年
に
な
り
て
認
せ
ら
る
お
)
其
税

を
大
に
低
慣
し
た
所
白
貨
常
に
て
抑
ひ
得
る
と
い
ふ
て
居
る
凶

(
註
三
大
)

スグ
γ
プ
位
、
英
閣
に
て
骨
祉
に
封
L
、
筒
人
よ
り
も
一
府
大
な
狛
噛
臓
を
奥
へ
た
が
、
岡
家
が
之
に
却
し
桔
を
取
る
と
き
に
、
請
書
の

論

章一

J、

課
積
と
時
の
}
工
素

部
二
十
巻

(
第
五
競

四
九
)

T、szka.a. a. O. S. 112・370

Tyszl沼， a. a. O. S・371

33) 

34) 



吉市

if:之

五
O 

入

課
税
と
時
の
一
万
索

協
二
十
巻

(
第
五
腕

場
合
、
合
祉
が
納
税
不
能
と
な
る
こ
と
を
且
闘
し
た
と
い
ふ
て
居
る
叫

(
註
-
一
一
七
)

拙

dx、
物
憤
と
租
税
の
不
公
平
参
照
。
尚
ほ
ナ
ス
力
は
、
滞
納

L
た
る
租
枕
義
務
者
計
支
抑
白
延
滞
に
よ

njt
、
貨
帯
低
債
よ
り
し
て

初

の
利
盆
を
受
(
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
三
八
)

7
 

一
般
に
納
棺
者
が
出
車
る
だ
け
長
〈
納
酷
を
延
引
せ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
も
白
だ
と
い
ふ
て
彫
る
が
、
其
盟
由
は
比

ジ
エ
ン
セ
ン
は
、

れ
に
井
な
ら
な
い
。

車古

論

以
上
一
要
之
、
租
税
は
之
を
時
の
一
克
素
ご
の
関
係
に
於
て
考
察
す
る
=
一
吉
は
、
其
枕
積
も
税
牧
入
も
共
に
、
時
の

経
過
ご
共
に
推
移
し
接
選
し
っ
、
ゐ
る
を
見
る
所
で
あ
h
、
之
を
時
正
の
関
係
に
於
て
立
法
上
に
考
慮
す
る
ご
き

は
、
課
税
標
準
の
属
す
る
時
貼
又
は
期
間
の
指
示
の
難
き
も
の
が
ゐ
っ
て
、
其
指
定
の
如
何
に
よ
り
て
不
会
卒
不

都
合
を
生
や
る
二
百
、
も
な
る
。
其
指
定
の
容
易
で
ゐ

h
問
題
ご
な
ら
ぬ
場
合
で
も
、
宵
ほ
之
に
関
聯
し

τ時
間

的
事
情
品
理
化
可
揺
を
注
意
し
て
準
備
す
る
一
』
古
の
必
要
な
る
場
合
が
あ
h
、
夏
ら
に
は
課
税
標
準
の
麗
す
る
時
貼

又
は
期
間
古
賀
際
納
期
さ
の
問
に
存
す
る
間
隔
の
活
め
に
不
都
合
一
え
は
不
ゐ
卒
の
生
す
る
可
能
が
ゐ
h
、
之
が
救

済
策
の
攻
究
を
忘
れ
て
は
な
ら
中
、
税
額
の
決
定
ご
同
時
に
納
付
古
る
、
も
の
、
如
き
に
至
つ

τは
一
見
此
種
の

不
都
合
は
起
ら
ぬ
ゃ
う
で
あ
る
け
れ
H

と
も
、
倫
仔
細
に
槻
察
す
る
に
於

τ、
其
の
或
も
の
に
て
は
時
の
接
選
に
依

る
事
情
の
畿
化
が
関
係
者
の
利
害
仁
影
響
を
及
ぼ
す
を
見
出
す
の
は
興
味
深
き
現
象
で
あ
る
。
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35) 

36) 

37) 


